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総務部 行政改革推進課

公共施設マネジメント推進委員会

施設包括管理業務委託の導入について
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１．サウンディング (第２回目) 結果について
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施設の維持管理に関する

・事務の ・情報の 管理水準
効率化 一元化 の均質化 が図れる
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1（１）施設包括管理業務委託の概要

施設所管所属ごとに発注していた維持管理業務を包括マネジメント事業者にまとめて委託

▼発注方法の比較

※ 他自治体導入状況（R５.７時点の把握）

34自治体、うち2期目以降９自治体

令和6年度以降 ＋６自治体（予定）

導入後現 状

134施設
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開始年度
自治体名（契約期間）

第１期目
自治体名（契約期間）

第２期目以降

H28以前
◆千葉県我孫子市（1～3期）

◆千葉県流山市（H28から5年間・2期目）

H29 ◆広島県廿日市市（3年間） ◆大阪府箕面市（H29.10から5年間）

H30
◆兵庫県明石市（1年間×5回予定） ◆千葉県佐倉市（3年間）

◆東京都東村山市（3年間）

R1
◆東京都東大和市（5年間） ◆静岡県湖西市（5年間）

◆兵庫県芦屋市（1年間×5回予定） ◆千葉県八千代市（5年間）

◆鳥取県鳥取市（R1.9.1から5年間） ◆茨城県筑西市（5年間）

R2
◆群馬県沼田市（5年間） ◆茨城県常総市（5年間）

◆茨城県古河市（3年間）
◆広島県廿日市市（５年間）

R3
◆千葉県白井市（5年間） ◆静岡県島田市（5年間）

◆岩手県北上市（5年間） ◆埼玉県鴻巣市（5年間）

◆兵庫県高砂市（R3.8から5年間） ◆大阪府豊中市（R3.10から4.5年間）

◆千葉県佐倉市（3年間）

◆千葉県我孫子市（5年間・4期目）

◆東京都東村山市（5年間）

◆千葉県流山市（5年間・3期目）

R4
◆兵庫県神戸市（4年間） ◆大阪府大阪市（3年間）

◆静岡県伊豆市（5年間） ◆富山県射水市（５年間）
◆大阪府箕面市（R4.10から5年間）

R5

◆埼玉県ふじみ野市（5年間） ◆神奈川県小田原市（5年間）

◆静岡県三島市（5年間） ◆三重県四日市市（6年間）

◆福岡県大牟田市（5年間） ◆大阪府吹田市（R5.10から4.5年間）

◆愛知県豊田市（3年間） ◆滋賀県草津市（R5.4から5.5年間）

◆兵庫県明石市（1年間×5回予定）

◆茨城県古河市（3年間）

◆群馬県沼田市（R5.12から5年間）

R6以降
（公募中など）

◆千葉県野田市 ◆東京都国分寺市 ◆神奈川県座間市
◆広島県福山市 ◆神奈川県川崎市 ◆宮崎県宮崎市 等
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R5.７時点の主なもの

１（２） 他自治体の導入状況

※ 赤字：中核市
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１（３）これまでの経過

▼庁内検討体制
大津市公共施設マネジメント推進本部

令和４年２月 プロジェクトチーム設置
令和５年２月 検討結果報告

プロジェクトチームの活動
会議開催：７回 / 各業務の情報整理等：随時

▼行政改革推進課
令和４年７～９月 サウンディング（第１回目）

随時 先進自治体視察・照会等調査

▼議 会

公共施設対策特別委員会

令和４年 ２月 導入検討の開始報告

５月 初会合 導入検討資料の提出

11月 検討状況の中間報告

令和５年 ２月 検討結果報告

５月 初会合 作業経過資料の提出

▼附属機関

大津市公共施設マネジメント推進委員会

令和４年 ２月 導入検討の開始報告

５月 サウンディング案報告

11月 検討状況の中間報告

令和５年 ３月 検討結果報告

施設包括管理業務委託の導入検討に係る
プロジェクトチーム

リーダー ：総務部行政改革推進課長

副リーダー：同課長補佐
チーム員 ：・市民部自治協働課長、同課施設管理係長

・福祉部子ども未来局子ども・若者政策課長、

同課施設係長

・建設部技監（建築課長）、
建築課施設支援係長、同係主査

・ 教育委員会教育総務課長、同課施設係長、
同係主査



Lake Biwa

Otsu City

▼目 的
前回サウンディングから変更があった条件等を踏まえ、本市包括管理業務委託への

民間事業者の参画の意向や意見を再確認することで、事業者公募や業務開始、運用等
をより円滑にするため

▼調査項目

① 本公募型プロポーザル方式による事業者選定への参加意向について

② 業務委託期間、想定スケジュールに関する意見について

③ 各業務に関する意見について

④ 事業費について

⑤ その他の意見について

▼実施期間 令和５年５月８日 ～ 同年５月29日（アンケート回答期限までの日）

▼実施方法 アンケート方式
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１（４）サウンディング（第2回目）内容
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１（４）サウンディング（第2回目）内容

▼サウンディング時の主な条件

委託期間 令和６年11月１日 ～ 令和11年３月31日 （４年５カ月）

対象施設 134施設（市民センター、幼稚園・保育園、小中学校）

対象業務 19業務

❶ 自家用電気工作物保安管理
❷ 受水槽・高架水槽保守点検
❸ 防災設備点検
❹ 空調設備保守点検
❺ 自動扉保守点検
❻ 機械警備
❼ 昇降機保守点検
❽ 遊具点検
❾ プール循環濾過装置保守点検
❿ 浄化槽維持管理

⓫ 建築基準法第12条点検
⓬ 緊急通報点検
⓭ 建築物環境衛生管理
⓮ 建物総合管理
⓯ 建物消灯・施錠確認
⓰ 清掃
⓱ 樹木管理・除草
⓲ 修繕（原則130万円以下）
⓳ 巡回点検

※下線部 令和６年11月から開始（５業務 ⑧⑪⑫⑱⑲）
令和７年４月から全業務開始
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▼参加事業者数 ８事業者 （うちアンケート回答 ７事業者）

▼意 見

● 本公募型プロポーザル方式による事業者選定への参加意向について

・ ある（６事業者）

・ 未定（１事業者）

● 業務委託期間、想定スケジュールに関する意見について

１（５）サウンディング（第2回目）結果

① 一部業務を先行して行うと責任の所在などに不具合が生じる可能性があるため、業務開始を

令和7年4月としてほしい。

② 契約業務開始準備期間は６か月以上必要。

③ 業務委託期間については妥当。

④ 事業者選定における公募資料に対する質疑回答から企画提案書等提出期限までの期間につい

て、１か月以上ほしい。

⑤ 事業者選定における審査当日の質疑応答の時間を長くして、しっかり対話できるようにして

ほしい。

⑥ 特になし。（３事業者）
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▼意 見

● 各業務に関する意見について

１（５）サウンディング（第2回目）結果

① 受託者となってから不動産物件をあたっても見つからない可能性があるため、拠点とする

施設（詰所）を提供してほしい。

② 各施設の設備の設置状況を提示してほしい。

③ 事業者側での必要人員数を高い精度で検討するため、市における監督職員、所管所属職員、

施設管理職員の想定の人数を教えてほしい。

④ 修繕業務については「発注代行」の形式としたい。

⑤ 法令の規定により、設置者(市)と点検業者の直接契約となる業務は、包括事業者は支払い

代行業務での受託となる。

⑥ 今回受領資料で公募になった場合、多数の質問が各事業者から出てくると想定されるため、

公募時には各業務における詳細な情報を提供してほしい。

⑦ 機械警備について、機器の新設が必要か、対象施設はどれか、を提示してほしい。

⑧ 特になし。（１事業者）
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▼意 見

● その他の意見について

１（４）サウンディング（第2回目）結果

実施結果

① 全ての業務の直近の契約書・仕様書を提示してほしい。

② 「総括責任者実務経験経歴書」の提出を不要としてほしい。

③ プレゼンテーション時の提案説明及び質疑応答は、主として総括責任者が行うが、その

補足を本部職員が行えるようにしてほしい。

④ 修繕時の専門業者の現場調査は、出動費用を精算対象としてほしい。

⑤ 作業手間のみの修繕作業でも精算費用の対象としてほしい。

⑥ 提案上限額について、提案する金額と市が指定する金額を分けて表示してほしい。

⑦ 質疑回答について、多数となる可能性があり、回答期日を少しでも長くしたほうがよい。

⑧ 特になし。（３事業者）
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２．市内事業者への説明対応について
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現在

２ （１）スケジュール（案）

●

優先交渉権者決定●

契約締結★

本市との契約実績を有する
市内事業者向け
説明会① 実施

市内事業者等向け
説明会② 実施
（市とマネジメント事業者との合同）

●
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▼対象事業者
対象業務における本市との契約実績を有する市内事業者（約250事業者）

▼実施方法
・実施時期 令和５年10月頃（平日午前・夜間、日曜日午前・午後）

・実施場所 大津市役所

・案内方法 対象事業者へご案内文の送付、ホームページ掲載

・実施内容 事業概要説明、質疑応答・意見聴取

▼説明内容
・施設包括管理業務委託の概要（目的、対象施設、対象業務）

・業務の発注方法の違い

・導入後の関係図

・市内事業者への再委託に関する条件等

・先進自治体における導入後の状況

・導入までの説明の想定スケジュール

２（２）説明会①の実施内容（案）
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２（３）配布資料（案）

※ A3サイズ / 未定稿
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資料２


